
学校再開に向けたスケジュール等

■ Stageの移行

５/25（月）～ Stage２ 週３～５日の分散登校，授業実施

・ 特別支援学校は，分散登校（週１日）

６/ ８（月）～ Stage１ 通常登校，通常授業，部活動，学校給食

（予 定） ・ ５/31までの休業を１週間延長

・ 特別支援学校は，登校日数を段階的に増やしながら通常登校へ移行

※市町村立学校は，県立高校等に準じる対応をとるよう市町村に要請

■ 学校再開ガイドライン（別紙）

１ 感染症対策 ２ 登下校 ３ 授業 ４ 学校行事 ５ 部活動 ６ 学校給食

■ 授業時数の確保

学校種 授業

県立高校等

（全日制）

３週間程度

学校裁量で授業（進学特講，実習等）を別に設定可

県立特別支援学校 ３週間程度

市町村立学校 県立高校等に準じる対応を要請

※土日・祝日，冬季休業中は，原則，授業を実施しない

【夏季休業期間を活用】



学校再開ガイドラインの概要

■１ 感染症対策

(1) こまめな手洗い，手指消毒，マスク着用 (2) 共用部分の消毒（１日１回以上）

(3) 換気は，２方向の窓を同時に常時開放（冷暖房使用時には，休み時間ごとに換気）

(4) 毎朝の検温（登校前に自宅）と健康状態の確認（自宅・学校） ※症状があれば自宅休養

(5) 各学校に非接触型体温計を整備

■２ 登下校

(1) 感染リスク回避のため，マスクを着用

(2) 周囲との間隔を１メートル以上空け，会話を控える

■３ 授業

(1) 対面での机配置をしない・机の間隔を確保する (2) 大声での発言等を控える

(3) 共用の教材・教具・情報機器などは使用前に必ず消毒

■４ 学校行事

(1) 行事の精選 (2) 実施方法や内容の検討，実施時期の設定

■５ 部活動

(1) 接触を避けるなど，競技等の特性に応じた練習内容の工夫

(2) 用具・器具等は使用前に必ず消毒，最小限の共用

■６ 学校給食

(1) 並ぶときは１メートルの間隔確保 (2) 会話を控え対面を避けた食事

※文部科学省の学校再開ガイドライン等（5/13）をもとに作成

別紙


